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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２４年８月３０日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  根 本 美 奈 

                            

事故種類 衝突 

発生日時 平成２３年８月１７日（水） １３時００分ごろ 

発生場所 静岡県浜名湖 

静岡県浜松市所在の舞阪灯台から真方位３２０°６.４海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°４５.６′ 東経１３７°３１.８′） 

事故調査の経過  平成２３年８月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ モーターボート ＡＳＫ
エイエスケイ

、５トン未満 

２３２－３４６３９静岡、個人所有 

４.４８ｍ（Lr）×２.２８ｍ×０.９５ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関２基、１７９.４６kＷ（合計）、平成１７年５月１９

日 

Ｂ 水上オートバイ Ｂｌｕｅ
ブ ル ー

 Ｄｉａｍｏｎｄ
ダ イ ア モ ン ド

、０.２トン 

２４２－３０１３５静岡、個人所有 

２.８５ｍ（Lr）×１.１０ｍ×０.４７ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、１５４.５０kＷ、平成２１年８月７日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５４歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和６２年１０月１３日 

免許証交付日 平成１８年１１月２０日 

           （平成２４年１０月１２日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４４歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

免許登録日 平成１８年７月２８日 

免許証交付日 平成２３年８月９日 

           （平成２８年８月８日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 死亡 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首部に破損及び擦過傷 

Ｂ 左舷中央部に破損 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、同乗者Ａ1、同乗者Ａ2 及び同乗者Ａ3

の３人を乗せ、平成２３年８月１７日１２時５５分ごろ、ウェイクボード

を楽しむため、知人が操縦する水上オートバイ５台と共にマリーナを出航

したが、間もなく、船長Ａが機関の不調を認めた。 

船長Ａは、船首を南に向けて機関を中立として漂泊し、同乗者Ａ1 が、チ
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ョークや電気系統を点検していた。 

 船長Ａは、左舷前方の座席に座っていた同乗者Ａ2 の声で船首方向から接

近するＢ船に気付き、衝突を回避しようとして右舵を一杯に取り、スロッ

トルを上げ、身体を伏せた直後の１３時００分ごろ、舞阪灯台北西方沖６.

４Ｍ付近において、Ａ船の船首部とＢ船の左舷中央部が衝突した。 

 Ａ船船首側に座っていた同乗者Ａ2 及び同乗者Ａ3 は、衝突により落水し

た。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗船し、前方を向いた姿勢で操縦して北進中、

Ａ船と衝突して落水した。 

 落水した船長Ｂは、Ａ船の乗船者等によりＡ船に救助され、病院に搬送

されたが、心破裂により死亡した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 １５cm 

 その他の事項 Ａ船は、一週間前に船舶所有者が操船中、部品の脱落により浸水して機

関が冠水し、マリーナの担当者によって整備されていた。本事故当日の午

前中にも機関が不調となり、部品を交換していた。 

Ａ船は、本事故発生６日後のメーカーの確認によれば、機関に不調は認

められなかった。 

衝突後Ｂ船のエンジンは停止していた。 

Ｂ船のデータロガーは、エンジンが停止してから７８秒前まで６秒間隔

でエンジンの回転数毎分（rpm）を記録する機構であり、６秒前が３,６５

０rpm、１２秒前が７,７００rpmであった。 

船長Ｂは、事故発生当日の１１時３１分ごろマリーナにおいて、Ｂ船の

保管料の支払いを行っていた。 

Ｂ船は、事故発生翌日のメーカーの確認によれば、各種電子制御センサ

ーなどに異常はなかった。 

Ａ船及びＢ船は、共に同一のマリーナに所属していた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

Ａ あり、Ｂ 不明 

Ａ なし、Ｂ 不明 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、浜名湖の北西水域において漂泊中、船

長Ａが、船首方向に接近したＢ船に気付き、衝突

を回避しようとして右舵を一杯に取り、スロット

ルを上げたが、その直後、Ｂ船と衝突したものと

考えられる。 

Ｂ船は、衝突の直前に減速した可能性があると

考えられるが、船長Ｂが、死亡したため、衝突に

至った状況を明らかにすることはできなかった。 

船長Ｂの死因は、心破裂であった。 

原因  本事故は、浜名湖の北西水域において、Ａ船が漂泊中、Ｂ船が北進中、

両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

 ・漂泊中も周囲の見張りを行うこと。 

 




